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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第59期
第２四半期
連結累計期間

第60期
第２四半期
連結累計期間

第59期
第２四半期
連結会計期間

第60期
第２四半期
連結会計期間

第59期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
７月31日

自平成22年
２月１日
至平成22年
７月31日

自平成21年
５月１日
至平成21年
７月31日

自平成22年
５月１日
至平成22年
７月31日

自平成21年
２月１日
至平成22年
１月31日

売上高（百万円） 47,347 39,591 21,521 23,719 80,775

経常利益又は経常損失(△)

（百万円）
△94 3,293 450 2,033 2,137

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失(△)

（百万円）

△130 3,444 421 2,033 3,374

純資産額（百万円） － － 23,714 30,402 27,360

総資産額（百万円） － － 54,983 72,998 60,627

１株当たり純資産額（円） － － 880.81 1,129.051,016.23

１株当たり四半期（当期）純利益

又は四半期純損失(△)（円）
△4.86 127.93 15.66 75.54 125.32

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ 127.88 － 75.49 －

自己資本比率（％） － － 43.1 41.6 45.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
21,403 △5,550 － － 22,726

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
171 307 － － 132

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△13,840 6,361 － － △14,111

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 10,822 12,953 11,835

従業員数（人） － － 445 446 438

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第59期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第59期第２四半期連結

会計期間及び第59期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年７月31日現在

従業員数（人） 446

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数には臨時従業員３人及び人材会社からの派遣社員28人は含まれておりません。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年７月31日現在

従業員数（人） 399

（注）従業員数には人材会社からの派遣社員28人は含まれておりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、契約及び販売の状況】

(1）生産の実績

事業 項目

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

不動産分譲事業

戸建住宅 9,315 － 17,488 +87.7
土地 1,660 － 3,590 +116.3

小計 10,976 － 21,079 +92.1

建築請負事業

建築請負工事 381 － 1,421 +272.8
その他建築請負工事
（リフォーム等）

138 － 290 +109.9

小計 519 － 1,712 +229.3
合計 11,495 － 22,792 +98.3

（注）１．金額は販売価額により表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．従来、不動産分譲事業の土地は戸建住宅に含めておりましたが、当該項目の重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より「土

地」として区分掲記しております。この変更により、前第２四半期連結会計期間を変更後の区分に組み替えて表示しております。

(2）契約の状況

事業 項目

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

契約高
前第２四半期連結会計期間末

契約残高

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

不動産分譲事業

戸建住宅 559 － 18,818 － 201 － 7,496 －
土地 90 － 2,937 － 72 － 2,186 －
中高層住宅
（マンション）

72 － 2,189 － 14 － 461 －

小計 721 － 23,945 － 287 － 10,144 －

建築請負事業

建築請負工事 55 － 730 － 75 － 1,079 －
その他建築請負工事
（リフォーム等）

－ － 128 － － － 22 －

小計 55 － 858 － 75 － 1,102 －
合計 776 － 24,804 － 362 － 11,246 －

事業 項目

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

契約高
当第２四半期連結会計期間末

契約残高

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

不動産分譲事業

戸建住宅 633 +13.2 21,351+13.5 426 +111.915,232+103.2
土地 68 △24.4 3,139 +6.9 81 +12.5 2,359 +7.9

小計 701 △2.8 24,490 +2.3 507 +76.7 17,592+73.4

建築請負事業

建築請負工事 95 +72.7 1,182 +62.0 166 +121.3 2,143 +98.6
その他建築請負工事
（リフォーム等）

－ － 305 +137.3 － － 98 +330.4

小計 95 +72.7 1,488 +73.3 166 +121.3 2,241+103.4
合計 796 +2.6 25,978 +4.7 673 +85.9 19,834+76.4

（注）１．金額は販売価額により表示しております。

２．件数については、戸建住宅及び中高層住宅（マンション）は戸数、土地は区画数を表示しております。また、建築請負事業のその他建

築請負工事の件数は省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売の実績

事業 項目

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

不動産分譲事業

不動産販売高 　 　 　 　 　 　 　 　
戸建住宅 507 － 16,971 － 545 +7.5 18,140 +6.9
土地 50 － 1,660 － 87 +74.0 3,590+116.3
中高層住宅
（マンション）

75 － 2,218 － － △100.0 － △100.0

小計 632 － 20,849 － 632 － 21,731 +4.2
建築請負事業 － － 519 － － － 1,819+249.9
不動産賃貸事業 － － 101 － － － 109 +7.9
その他事業 － － 49 － － － 59 +18.5

合計 632 － 21,521 － 632 － 23,719+10.2

（注）１．件数については、戸建住宅及び中高層住宅（マンション）は戸数、土地は区画数を表示しております。また、建築請負事業、不動産賃貸

事業及びその他事業の件数は省略しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各国政府による経済対策や、好調なアジア諸国の経済環境に支え

られ、世界的な経済危機に底打ちの兆しが見られ、景気の自律的回復への基盤が整いつつあるものの、欧州諸国の財政

不安や、デフレの長期化等の下振れ懸念材料が依然として存在しております。

　当社グループが主体とする不動産業界においても、在庫及び販売価格調整の進行や、住宅ローン減税拡充等の政策支

援により、着工戸数及び契約率の改善が見られる等、市況の回復傾向が窺えるものの、雇用情勢及び所得環境はやはり

低水準のまま推移しており、市況の本格的回復にはなお時間を要するものと思われます。

　このような事業環境のなか当社グループは、主力事業である不動産分譲事業の更なる顧客獲得を図り、仕入・着工・

販売のバランス調整、コスト低減、早期販売等により、回転率及び収益率を重視した販売活動を推し進め、また住宅性

能評価書の全棟取得に加え、商品の更なるレベルアップとして、環境共生住宅システム認定取得、長期優良住宅認定取

得に積極的に取り組み、他社との差別化を図りながら安全で安心な高品質の住宅を提供し、市場認知シェア拡大に取

り組んでまいりました。

　建築請負事業におきましても、期首に組織変更を行い、受注体制及び生産体制の強化を図ったことにより、順調に収

益拡大傾向を見せております。

　また販売費及び一般管理費におきましても一定の水準を維持し、また財務面においても最適資金調達の基本方針に

沿って、積極的な土地仕入に必要な調達枠の拡大を図ってまいりました。

　このように、収益率、回転率及び品質を重視しながら積極的な販売活動を推し進めたことで、戸建住宅の販売戸数が

前年同期に対して増加したこと等により、当第２四半期連結会計期間の売上高は237億19百万円（前年同期比10.2％

増）となり、また上記の収益率の良化により、営業利益は23億７百万円（前年同期比261.2％増）、経常利益は20億33

百万円（前年同期比351.6％増）、四半期純利益は20億33百万円（前年同期比382.3％増）となり、いずれも前年同期

より大幅に改善しております。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①不動産分譲事業

　戸建住宅におきましては、前年同期と比較して販売戸数が38戸増加したこと等により、戸建住宅に係る不動産販売

高は181億40百万円（前年同期比6.9％増）となりました。また土地分譲及び建築条件付売地の土地に係る不動産販

売高は35億90百万円（前年同期比116.3％増）となりました。中高層住宅（マンション）については、完成物件を前

連結会計年度までに完売し、当第２四半期連結会計期間における販売実績はなく、結果として不動産分譲事業全体

の売上高は217億31百万円（前年同期比4.2％増）となりました。

②建築請負事業

　建築請負事業におきましては、請負工事収入18億19百万円（前年同期比249.9％増）となりました。

③不動産賃貸事業

　不動産賃貸事業におきましては、賃貸収入１億９百万円（前年同期比7.9％増）となりました。

④その他事業

　その他事業におきましては、不動産分譲事業等の周辺業務59百万円（前年同期比18.5％増）となりました。
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　資産、負債及び純資産の状況につきましては次のとおりであります。

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は729億98百万円となり、前連結会計年度末比で123億71百万円の増加と

なりました。これは主に、現金及び預金が11億18百万円増加したこと、また土地仕入の強化等によりたな卸資産が

114億55百万円増加したこと等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は425億95百万円となり、前連結会計年度末比で93億28百万円の増加とな

りました。これは、主に不動産分譲事業における事業用地仕入資金として借り入れた借入金が67億66百万円増加し

たこと等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は304億２百万円となり、前連結会計年度末比で30億42百万円の増加と

なりました。これは主に、剰余金の配当４億３百万円に対し、四半期純利益34億44百万円を計上したこと等によるも

のであります。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は営業活動による資金の減少、

財務活動による資金の増加等により、第１四半期連結会計期間末に比べて17億96百万円増加し129億53百万円となり

ました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19億54百万円、仕入債務の増加額13億42百万

円等の資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加額42億56百万円等により６億４百万円の減少となりました。

前年同期と比較して、79億５百万円の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入１億40百万円等により１億31百万円の増

加となりました。前年同期と比較して、70百万円の増加であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額24億60百万円等により22億70百万円の増加となり

ました。前年同期と比較して、66億27百万円の増加であります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

   

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 107,346,224

計 107,346,224

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年７月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年９月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 26,937,356 26,937,356
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 26,937,356 26,937,356 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権（株式報酬型ストック・オプショ

ン）は、次のとおりであります。

平成22年５月11日開催の取締役会決議による新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

　
第２四半期会計期間末現在
（平成22年７月31日）

新株予約権の数（個） 286

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 28,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成22年５月31日

至　平成72年５月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　730

資本組入額は会社計算規則第17条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１

円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとす

る。

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権１個の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、100株とします。ただし、新

株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割り当

てを含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整します。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理的な範囲

内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。

上記調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
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２．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

(1）新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社又は子会社の取締役の地位を喪失した

日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。行

使できる新株予約権は、取締役の地位を喪失した当該会社における取締役の地位に基づき割り当てを受

けた新株予約権とします。

(2）新株予約権の一部行使はできないものとします。

(3）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議

案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承

認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日

から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)３に定める組織再編行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合

を除くものとします。

(4）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６ヶ月を経過

する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。

(5）その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると

ころによります。

３．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の発生日（吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分

割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新

株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め

た場合に限ります。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式の種類及び数につき合理的な調整がなされた数と

する。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるとします。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

(3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とします。

再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象

会社の株式１株当たり１円とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の満了日までとします。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切上げるものとします。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

(8）新株予約権の行使条件

上記(注)２に準じて決定するとします。
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(9）新株予約権の取得条項

下記(注)４に準じて決定するとします。

４．新株予約権の取得条項に関する事項は次のとおりであります。

当社は、以下(1）、(2）、(3）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当

社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとし

ます。

(1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2）当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(3）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成22年５月１日～

平成22年７月31日
－ 26,937,356 － 7,809 － 8,101
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（６）【大株主の状況】

　 平成22年７月31日現在

氏名又は名称 住　　　所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

株式会社バンブーフィールド 東京都杉並区西荻北３丁目30－11 8,562 31.78

有限会社一商事 東京都西東京市柳沢１丁目６－３ 3,760 13.95

佐々野　俊彦 東京都杉並区 1,300 4.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口９）（注）
東京都中央区晴海１丁目８－11 614 2.27

東栄住宅取引先持株会
東京都西東京市芝久保町４丁目26－３

株式会社東栄住宅総務部内
541 2.00

ステート　ストリート　バンク　アンド　

トラスト　カンパニー505223

（常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行決済営業部）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.

A.

（東京都中央区月島４丁目16－13）

500 1.85

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシー

エム　クライアント　アカウント　ジェ

イピーアールディ　アイエスジー　エフ

イー‐エイシー

（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON

EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１　決済事業

部）　

477 1.77

モルガンスタンレーアンドカンパニー

インク

（常任代理人　モルガン・スタンレー

ＭＵＦＧ証券株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 10036, U.S.

A.

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３　恵比寿ガー

デンプレイスタワー）　

395 1.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）（注）
東京都中央区晴海１丁目８－11 353 1.31

飯田　一男 東京都杉並区 338 1.25

計 － 16,842 62.52

（注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

614千株であります。また、上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信

託業務に係る株式数は、346千株であります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

14,100

－ －

完全議決権株式（その他）（注）１
普通株式

26,831,500
268,315 －

単元未満株式（注）２
普通株式

91,756
－ －

発行済株式総数 26,937,356 － －

総株主の議決権 － 268,315 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権の数13

個）含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成22年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社東栄住宅
東京都西東京市芝久保町

四丁目26番３号
14,100 － 14,100 0.05

計 － 14,100 － 14,100 0.05

（注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が560株（議決権の数５個）ありま

す。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に500株含まれており、「単元

未満株式」の欄に60株含まれております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高（円） 727 897 1,045 1,020 910 936

最低（円） 652 665 816 758 755 734

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年５月１日から平成21年７月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年２月１日から平成21年７月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年５月１日から平成22年７月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年２月１日から

平成22年７月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年５月１日から平

成21年７月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間（平成22年５月１日から平成22年７月31日まで）及び当

第２四半期連結累計期間（平成22年２月１日から平成22年７月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,953 11,835

販売用不動産 4,982 ※1
 4,956

仕掛販売用不動産 ※2
 32,575

※1
 23,067

未成工事支出金 4,299 2,372

原材料及び貯蔵品 26 32

その他 2,472 2,071

流動資産合計 57,310 44,335

固定資産

有形固定資産

建物 5,292 ※1
 5,562

土地 ※2
 10,286

※1
 10,647

その他 485 ※1
 491

減価償却累計額 △1,558 △1,583

有形固定資産合計 14,506 15,118

無形固定資産 261 293

投資その他の資産

投資有価証券 467 ※1
 472

その他 478 432

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 921 879

固定資産合計 15,688 16,291

資産合計 72,998 60,627
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 9,143 6,691

短期借入金 28,488 ※1
 21,550

1年内返済予定の長期借入金 343 ※1
 343

未払法人税等 75 43

賞与引当金 47 24

その他 1,516 1,425

流動負債合計 39,614 30,078

固定負債

長期借入金 1,636 ※1
 1,808

退職給付引当金 739 737

役員退職慰労引当金 － 96

保証工事引当金 428 462

その他 176 84

固定負債合計 2,981 3,188

負債合計 42,595 33,267

純資産の部

株主資本

資本金 7,809 7,809

資本剰余金 8,101 8,101

利益剰余金 14,312 11,271

自己株式 △40 △40

株主資本合計 30,182 27,141

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 215 218

評価・換算差額等合計 215 218

新株予約権 5 －

純資産合計 30,402 27,360

負債純資産合計 72,998 60,627
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年７月31日)

売上高 47,347 39,591

売上原価 43,242 32,161

売上総利益 4,105 7,429

販売費及び一般管理費 ※
 3,795

※
 3,585

営業利益 309 3,843

営業外収益

受取利息及び配当金 0 9

受取保険金 4 3

保険返戻金 29 0

消費税差額 9 －

補助金収入 － 8

その他 12 7

営業外収益合計 56 31

営業外費用

支払利息 407 405

融資手数料 － 138

その他 52 37

営業外費用合計 460 581

経常利益又は経常損失（△） △94 3,293

特別利益

固定資産売却益 － 2

受取和解金 － 55

特別利益合計 － 57

特別損失

固定資産売却損 3 23

減損損失 0 76

投資有価証券評価損 15 －

会員権評価損 1 －

特別損失合計 21 100

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△116 3,251

法人税、住民税及び事業税 15 39

法人税等調整額 △1 △232

法人税等合計 14 △193

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130 3,444
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成22年７月31日)

売上高 21,521 23,719

売上原価 19,094 19,426

売上総利益 2,426 4,293

販売費及び一般管理費 ※
 1,787

※
 1,985

営業利益 638 2,307

営業外収益

受取利息及び配当金 0 8

受取保険金 0 1

保険返戻金 25 0

その他 5 5

営業外収益合計 32 15

営業外費用

支払利息 186 224

その他 34 65

営業外費用合計 221 290

経常利益 450 2,033

特別利益

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失

固定資産売却損 3 4

減損損失 － 76

投資有価証券評価損 15 －

特別損失合計 19 81

税金等調整前四半期純利益 430 1,954

法人税、住民税及び事業税 4 19

法人税等調整額 4 △98

法人税等合計 9 △79

四半期純利益 421 2,033
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△116 3,251

減価償却費 150 148

引当金の増減額（△は減少） △267 △7

受取利息及び受取配当金 △0 △9

支払利息 407 405

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,097 △11,363

仕入債務の増減額（△は減少） △2,234 2,451

その他 △183 7

小計 21,853 △5,116

利息及び配当金の受取額 1 9

利息の支払額 △420 △419

法人税等の支払額 △31 △23

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,403 △5,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 189 324

その他 △18 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー 171 307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △12,327 6,938

長期借入金の返済による支出 △1,511 △171

配当金の支払額 － △401

その他 △0 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,840 6,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,733 1,118

現金及び現金同等物の期首残高 3,088 11,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 10,822

※
 12,953
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

会計処理基準に関する事項

の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工事で

当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用している工事がな

いため、これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「融資手数料」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「融資手数料」は１百万円であります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「配当金の支払額」は、重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「配当金の支払

額」は△０百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年７月31日）

前連結会計年度末
（平成22年１月31日）

１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産及び担保付債務については、

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認めら

れないため、記載を省略しております。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は、

次のとおりであります。

　

担保に供している資産 　 　

販売用不動産 2,221百万円

仕掛販売用不動産 20,259　

建物 4,316　

土地 10,645　

構築物等（有形固定資産「そ

の他」に含む）
22
　

　

投資有価証券 316　

計 37,782百万円

　

　上記のほか、担保権の設定が留保されている販売用

不動産（建物）が1,152百万円あります。

　

上記に対応する債務 　 　

短期借入金 21,550百万円

１年内返済予定の長期借入金 343　

長期借入金 1,808　

計 23,701百万円

　

※２．有形固定資産の保有目的の変更

　有形固定資産（土地91百万円）を、保有目的の変更

により、仕掛販売用不動産に振り替えました。

２．　　　　　　―――――――
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 897百万円

広告宣伝費 646　

従業員給料及び手当 970　

賞与引当金繰入額 9　

退職給付費用 46　

役員退職慰労引当金繰入額 9　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 647百万円

広告宣伝費 439　

従業員給料及び手当 999　

賞与引当金繰入額 35　

退職給付費用 14　

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 409百万円

広告宣伝費 291　

従業員給料及び手当 469　

退職給付費用 23　

役員退職慰労引当金繰入額 0　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 391百万円

広告宣伝費 228　

従業員給料及び手当 515　

賞与引当金繰入額 35　

退職給付費用 7　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　 （平成21年７月31日現在）

　

現金及び預金勘定 10,822百万円

現金及び現金同等物 10,822　

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　 （平成22年７月31日現在）

　

現金及び預金勘定 12,953百万円

現金及び現金同等物 12,953　
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年７月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　

平成22年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　26,937,356株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　14,169株

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　５百万円

４．配当に関する事項

(1）配当金の支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月27日

定時株主総会
普通株式 403 15 平成22年１月31日平成22年４月28日利益剰余金

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年９月３日

取締役会
普通株式 403 15 平成22年７月31日平成22年10月18日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

　
不動産分譲
事業

（百万円）

建築請負
事業

（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高 20,849 519 101 49 21,521 － 21,521

営業利益又は営業損失（△） 570 58 △18 47 657 △18 638

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31日）

　
不動産分譲
事業

（百万円）

建築請負
事業

（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高 21,7311,819 109 59 23,719 － 23,719

営業利益 2,073 345 10 53 2,482 △174 2,307

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）

　
不動産分譲
事業

（百万円）

建築請負
事業

（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高 46,087 948 206 105 47,347 － 47,347

営業利益又は営業損失（△） 423 7 △18 101 513 △203 309

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

　
不動産分譲
事業

（百万円）

建築請負
事業

（百万円）

不動産賃貸
事業

（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高 36,4472,808 221 113 39,591 － 39,591

営業利益 3,534 467 14 101 4,118 △274 3,843

（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループの事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

前第２四半期連結累計期間　

不動産分譲事業：戸建住宅、宅地、中高層住宅、中古再生住宅の販売

建築請負事業　：注文住宅等の建築、建築請負工事

不動産賃貸事業：不動産の賃貸

その他事業　　：不動産売買の仲介、その他不動産分譲事業の周辺業務

当第２四半期連結累計期間　

不動産分譲事業：戸建住宅、宅地の販売

建築請負事業　：注文住宅等の建築、建築請負工事

不動産賃貸事業：不動産の賃貸

その他事業　　：不動産売買の仲介、その他不動産分譲事業の周辺業務等

３．会計方針の変更

前第２四半期連結累計期間　

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第１四半

期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の不動産分譲事業におけ

る営業利益が315百万円減少しております。

当第２四半期連結累計期間

　該当事項はありません。　　
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４．事業区分の方法の変更

前第２四半期連結累計期間　

従来、建築請負事業は「その他事業」に含めておりましたが、当該事業区分の重要性が増したため、第

１四半期連結会計期間より「建築請負事業」として区分掲記しております。　

当第２四半期連結累計期間　

　該当事項はありません。　

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至

　平成21年７月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店については該当事項がないため、所在地別セグメ

ント情報を記載しておりません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至

　平成21年７月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

　海外売上高については該当事項がないため、海外売上高を記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　　５百万円

　

２．当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　
平成22年５月31日ストック・オプション（株式報酬型ス
トック・オプション）

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　　５名

子会社取締役　　２名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　28,600株（注）

付与日 平成22年５月31日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自　平成22年５月31日　至　平成72年５月30日

権利行使価格 １円

付与日における公正な評価単価 １株当たり　729円

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年７月31日）

前連結会計年度末
（平成22年１月31日）

１株当たり純資産額 1,129円05銭１株当たり純資産額 1,016円23銭

２．１株当たり四半期純利益又は四半期純損失等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △4円86銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失が計上されており、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 127円93銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 127円88銭

　（注）１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△） 　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △130 3,444

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
△130 3,444

期中平均株式数（千株） 26,923 26,923

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額（百万円）　 － －

普通株式増加数（千株） － 9

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益 15円66銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 75円54銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 75円49銭

　（注）１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

　
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（百万円） 421 2,033

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 421 2,033

期中平均株式数（千株） 26,923 26,923

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益調整額（百万円）　 － －

普通株式増加数（千株） － 19

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成22年９月３日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）配当金の総額…………………………………………403百万円

　（ロ）１株当たりの金額……………………………………15円

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成22年10月18日

（注）平成22年７月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主、もしくは登録された質権者に対し、支払いを

行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年９月８日

株式会社東栄住宅

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齋藤　博道　　印

 
 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井村　順子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東栄住

宅の平成２１年２月１日から平成２２年１月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２１年５月１日

から平成２１年７月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２１年２月１日から平成２１年７月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東栄住宅及び連結子会社の平成２１年７月３１日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２２年９月１０日

株式会社東栄住宅

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 齋藤　博道　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 井村　順子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東栄住

宅の平成２２年２月１日から平成２３年１月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２２年５月１日

から平成２２年７月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２年２月１日から平成２２年７月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東栄住宅及び連結子会社の平成２２年７月３１日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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